
２週間以内

事業者

特定大規模集客施設の新設に係る届出の手続きの流れ

岩手県経営支援課

県 立地・隣接市町村 準隣接市町村

関係市町村

新設の届出（５条１項） 新設の届出の受理

新設の届出の告示・縦覧
　　(２月間）（５条４項）

新設の届出の通知（５条５項）
意見の照会（９条１項） 意見照会通知の受理

準隣接市町村指定申請の受理

準隣接市町村の指定・告示
（７条１項・4項）

新設の届出の通知（７条４項）
準隣接市町村指定の通知
（７条５項）

意見の照会（９条１項）

指定通知の受理
意見照会通知の受理

準隣接市町村指定通知受理

説明会開催の公告（８条３項）
【 説明会開催日の１週間前までに】

説明会の開催（８条１項）

説明会概要報告（８条５項） 説明会概要報告の受理

意見の提出（９条１項） 意見の提出（９条２項）意見の提出（９条１項）市町村等意見の聴取・受理

市町村等意見の告示・縦覧
　（１月間）（９条４項）

審議会からの意見聴取（１０条２項）

知事の意見及びその理由又は
意見をしない旨の通知

（１０条１項）

意見又は意見しない旨の通
知の受理

意見をしない場合
手　続　終　了

（工事着手の制限解除）

意見ありの場合

知事の意見及びその理由又は
意見をしない旨の告示・縦覧
（１月間）（１０条３項）

知事の意見に対する見解
及びその理由の報告
（１０条４項）

知事の意見に対する見解及び
その理由の報告の受理

知事の意見に対する見解及び
その理由の報告の告示・縦覧
（１月間）（１０条５項）

勧告をしない場合
手　続　終　了

（工事着手の制限解除）

審議会からの意見聴取（１１条２項）

勧告又は勧告しない旨の通知
（１１条１項・３項）

勧告ありの場合

勧告又は勧告しない旨の通
知の受理

工事着手の
制限解除 勧告又は勧告しない旨の告示

（１１条４項）

勧告に従った場合

手　続　終　了

勧告に従い講じ若しくは講じよう
とする措置又は従わない旨及び
その理由の報告の受理

勧告に従い講じ若しくは講じ
ようとする措置又は従わな
い旨及びその理由の報告
（１１条５項）

勧告に従い講じ若しくは講じよう
とする措置又は従わない旨及び
その理由の告示・縦覧（１月間）
（１１条６項）

勧告に従わない等の事実の公表
（１１条７項）

正当な理由なく勧告に従わなかった場合又は

勧告に対する報告がなかった場合

1月以内

２月以内

３月以内

意見等の
通知

２月以内

勧告等の
通知

説明会概要報告の告示・縦覧
　（１月間） （８条６項）

６月以内

市町村等意見の通知（９条５項）市町村等意見の受理

公表に対する意見陳述
（１１条８項）

公表予定の通知の受理 公表予定の通知（１１条８項）

公表に対する意見の受理

県の意見が適正に反映されておらず、かつ、
持続可能なまちづくりに著しい支障を及ぼす
おそれがあると認める場合

関係市町村の住民等

準隣接市町村指定の申請
（７条１項）

県が別に定め
る日までに

※１　条例６条１項の変更に関する届出
も同様の手続となること。

※２　日数はすべて翌日から起算

準隣接市町村指定通知受理


